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不動産貸付料算定基準（第６条及び第１２条関係）

平成２１年３月３日

事務局長裁定

（不動産貸付料算定基準）

第１ 貸付を認めた不動産の貸付料の算定については，次の各号に掲げる場合を除き，国

の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱の基準(昭和３３年１月７日付大蔵省

管財局長通知蔵管第１号（平成１７年９月２０日改正））を準用する。

一 貸付期間が１週間を超えない使用（一時使用） 別表第１に定める額

二 きわめて小規模な施設（自動販売機，現金自動預払機，電話ボックス等） 別表第

２に定める額

（最低料金）

第２ 前項に定めるところにより算出した額が千円に満たない場合は，千円を当該貸付料

とする。ただし，法令等に定めがある場合は，当該法令等に定める額とする。

（消費税）

第３ 貸付に伴い消費税額及び地方消費税額が生じる場合には貸付料に加算する。

（貸付に係る光熱水料その他経費）

第４ 貸付に伴い，光熱水料その他経費が発生する場合には，貸付料に含まれている場合

を除き，別に実費相当額を徴収する。

（算定基準の特例）

第５ 不動産管理役は，第１により使用料を算定することが著しく実情に即さないと認め

られる場合には，別に使用料を定めることができるものとする。

（貸付料の減免措置）

第６ 貸付中の財産が，風水害その他借受人の責に帰することができない事由により被害

を受けた場合には，次により処理することができる。

一 冠水等のため財産利用不可能と認められる期間が生じた場合には，当該期間を貸付

料算定期間に含めないことができる。

二 被害により一部滅失又はき損した場合には，当該滅失又はき損した割合（以下「損

害率」という。）に応じ，原状回復するまでの間，貸付料を減免することができる。

２ 前項の措置は，原則として借受人の申請に基づき行うものとし，前項第一号による不

算入期間又は第二号による損害率の算定に当たっては，借受人から被害状況が判明する

資料等を提出させ，又は必要に応じて実地調査を行う等実情を踏まえ，慎重に処理する

ものとする。

３ 減免すべき貸付料が納付済のときは，還付しなければならない。


